
 
 

 



 
 

公  告 
（三重河川国道事務所管内における洪水時等河川巡視に関する協定の締結） 

 
次のとおり公告します。 
 
令和４年５月２５日 

国土交通省中部地方整備局         
三重河川国道事務所 菅 良一      

 
１．協定の概要等 
（１）協定の目的 

本協定は、激甚かつ多発化する大規模水害を見据えた防災体制の強化を目的として、三重河川国
道事務所が管理する鈴鹿川、雲出川、櫛田川、宮川の直轄管理区間において、堤防決壊等の大規模
災害等の発生が予測される場合、速やかに処置の必要な箇所を発見することを目的とし、あらかじ
め、洪水時等河川巡視の実施業者を定めるものである。 

 
（２）協定区間 

協定締結区間は三重河川国道事務所が管理する鈴鹿川、雲出川、櫛田川、宮川の直轄管理区間と
し、各々の業者と協定を締結するものとする。 

 
（３）協定期間   

令和４年７月●日 ～ 令和５年 3 月３１日  
 
（４）協定締結業者の選定 

本協定締結業者の選定については、建設 BCP 認定制度の取得実績、災害対策用機械操作訓練の
参加実績、災害時応急対策等の協定締結実績、雇用技術者数、土木関係工事の実績等に関する技術
資料及び本社等から各河川出張所への距離などを総合的に評価し、協定締結業者を選定する。 
協定を希望した業者を別表－１の評価基準に基づき、河川毎に１０～２０社程度の協定業者を決

定する。なお、各河川単位（出張所管内）に、選定された業者群の中で、各業者が受け持つ担当区
間については、各河川出張所と業者間で事前調整の上、決定する。 

 
（５）洪水時等河川巡視実施時の請負契約の締結 

協定締結後、堤防決壊等の大規模災害の発生が予測される時に洪水時等河川巡視を実施する場合
は、速やかに請負契約を締結する。洪水時等河川巡視の実施にあたっては、関係法令等を遵守する
ものとする。 
ただし、協定を締結した場合でも大規模災害の発生が予測されることがなかった場合は、洪水時

等河川巡視を行わないことになることを付記する。 



 
 

２．参加資格要件 
（１）予算決算及び会計令（昭和２２年勅令第１６５号）（以下「予決令」という。）第７０条及び第７

１条の規定に該当しないものであること。 
 
（２）中部地方整備局（港湾空港関係を除く。）における令和３・４年度の一般土木工事に係る B 等級

～D 等級の一般競争参加資格（会社更生法（平成１４年法律第１５４号）に基づき更生手続開始の
申立てがなされている者又は民事再生法（平成１１年法律第２２５号）に基づき再生手続き開始の
申立てがなされている者については、手続開始の決定後、当該地方整備局長が別に定める手続きに
基づく一般競争参加資格の再認定を受けていること。）の認定を令和４年４月１日時点において受
けていること。 

 
（３）会社更生法に基づき更生手続開始の申立てがなされている者、又は民事再生法に基づき再生手続

き開始の申立てがなされている者（上記（２）の再認定を受けた者を除く。）でないこと。 
 
（４）本協定を希望する者は、本店の所在地が三重県内にあること。 

また、希望する河川については三重河川国道事務所の各出張所管内に本店の所在地があることを
原則とし、下表のとおりとする。 
なお、支店及び営業所が協定を希望する出張所管内にある場合で、巡視実施体制、保有技術者等

が緊急時の洪水時等河川巡視に十分に対応可能と判断できる資料が添付されている場合について
は、上記に係わらず本店機能として判断する。 

 
 
（表）各出張所管内における該当本店所在地 
出張所管内 本店の所在地 
鈴鹿川 三重県四日市市、鈴鹿市、亀山市 
雲出川 三重県津市、松阪市 
櫛田川 三重県松阪市、多気町 
宮 川 三重県伊勢市、玉城町 

※協定は、三重河川国道事務所が管理する各河川単位（出張所管内）とする。 
 

（５）協定締結参加資格確認申請書（以下、「申請書」という。）の提出期限の日から締結業者決定の時
までの期間に、中部地方整備局長から工事請負契約に係わる指名停止等の措置要領（昭和５９年３
月２９日付け建設省厚第９１号）に基づく指名停止を受けていないこと。 

 
（６）警察当局から暴力団員が実質的に経営を支配する建設業者又はこれに準ずるものとして、国土交

通省発注工事等からの排除要請があり、当該状態が継続しているものでないこと。 
 



 
 

３．技術資料の総合的な評価に関する事項 
技術資料等説明書に示す各評価項目については、評価基準に基づき評価する。 

 
 
４．本基本協定に関する手続等 
 
（１）担当部局 

住 所： 〒５１４－８５０２ 三重県津市広明町２９７ 
電 話： ０５９－２２９－２２１７ 
F A X ： ０５９－２２９－２２３１ 

国土交通省 中部地方整備局  三重河川国道事務所 
担 当 ： 河川管理課長 秋田 

 
 
（２）技術資料等説明書の交付期間、場所及び方法 
①交付期間： 令和４年５月２５日（水）から令和４年６月２３日（木）までの土曜日、日曜日 

及び祝日を除く毎日、９時３０分から１７時００分まで。 
 
②交付場所： 〒５１４－８５０２ 三重県津市広明町２９７ 

国土交通省中部地方整備局 三重河川国道事務所 ３階 河川管理課内 
 

③交付方法：  手渡し 又は 希望により郵送（FAX 送付）も可。 
※ 郵送（FAX 送付）を希望される方は、河川管理課 秋田  

まで連絡願います。 
 

 
（３）協定締結参加資格確認申請書の提出期間、場所及び方法 
①提出期間： 令和４年５月２６日（木）から令和４年６月１３日（月）までの土曜日、日曜日及び 

祝日を除く毎日、９時３０分から１７時００分まで。 
 
②提出場所： 上記 ４（１）に同じ。 
 
③提出方法： ファックス又は郵送等（郵送は書留郵便に限る。託送は書留郵便と同等のものに限る

提出期間内に必着。）により提出する。 
F A X 番号： ０５９－２２９－２２３１（河川管理課 直通） 
※１ ファックス送信宛先は 河川管理課 秋田  とする。 
※２ 送信後、必ず着信を確かめてください。 

 



 
 

（４）技術資料の提出期間、場所及び方法 
①提出期間： 令和４年５月２６日（木）から令和４年６月２４日（金）までの土曜日、日曜日 

及び祝日を除く毎日、９時３０分から１７時００分まで。 
 
②提出場所： 上記 ４（１）に同じ。 
 
③提出方法： 郵送（郵送は書留郵便に限る。託送は書留郵便と同等のものに限る。提出期間内に必

着。）又は持参。 
 
５．その他 
（１） 技術資料の作成要領、基本協定締結業者の評価及び決定方法等の詳細については、「技術資料等

説明書」による。 
（２） 本協定締結後、洪水時等河川巡視を行った場合は、業種が一般土木工事、維持修繕工事におい

て、総合評価入札制度の評価対象となる。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

別表―１ 

評価項目及び評価基準 

評価項目 評価内容 
最高
配点 

配点基準 
配
点 

■建設BCP 
 
 
 

■建設 BCP認定制度の取得実績 
建設会社における災害時の事業
継続力認定制度の取得実績（有効
期限内） 

１０ 
 
 
 

国の実績有り 10 
県・政令市の実績あり ５ 
市町村の実績あり ３ 
実績なし ０ 

■操作訓練 
 
 
 
 

■災害対策用機械操作訓練の参
加実績 
過去５ヶ年における排水ポンプ車及

び照明車等の災害対策車両の操作訓

練の参加実績 

 ３ 
 
 
 
 

国の実績あり ３ 
実績なし 
 
 
 

０ 

■出張所ま
での到達
距離 

 

■出張所までの距離 
本社または本社と同等の機能を有
する拠点から最寄りの出張所まで
の距離 

１０ 
 
 
 

１０Km以下 10 
２０Km以下 ５ 
２０Kmを超える ０ 

■災害対応 
の実績 
 
 
 
 
 
 

■災害時応急対策工事等の協定
締結の実績 
河川における過去５ヶ年における
協定締結の実績 

５ 
 
 
 

国の実績あり ５ 
県・政令市の実績あり ３ 
市町村の実績あり １ 
実績なし ０ 

■災害協定に基づく活動実績 
河川における過去５ヶ年における
活動実績（訓練及び道路関連は除
く） 

５ 
 
 
 

国の実績あり    ５ 
県・政令市の実績あり ３ 

市町村の実績あり １ 
実績なし ０ 

■施工実績 ■施工実績 
過去 5 ヶ年における三重河川国道
事務所発注の施工実績（一般土木
及び維持修繕） 

５ 三重河川国道事務所発注の河川工事実
績あり(一般土木又は維持修繕) 

5 

三重河川国道事務所発注の河川工事実
績なし（一般土木又は維持修繕） 

０ 

■雇用技術
者数 

■雇用技術者 
・河川維持管理技術者、河川点検士 
・土木施工管理技士（１級・２級） 
・測量士、測量士補 
・建設機械施工技師（１級・２級） 
 
 

１０ 
 

河川維持管理技術者・河川点検士が５名以上 10 
河川維持管理技術者・河川点検士が５名未満 ５ 

５ １・２級土木施工管理技士が１０名以上 ５ 
１・２級土木施工管理技士が１０名未満 ２ 

５ 測量士、測量士補が５名以上 ５ 
測量士、測量士補が５名未満 ２ 

５ １・２級建設機械施工技師が１０名以上 ５ 
１・２級建設機械施工技師が１０名未満 ２ 

■河川巡視経験者 １０ 経験者有り 10 
経験者無し ０ 


